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別記様式第１号

再 評 価 調 書

調書作成年月日 平成２８年１０月２７日

事 業 担 当 課 河 川 課

事 業 名 川内沢ダム建設事業 補助・交付金・単独の別 補助 事業主体 宮城県
かわうちさわ

施行地名 名取市愛島笠島地内 【位置図後掲】 管理主体 宮城県
な と り めでしまかさじま

根拠法令 河川法第６０条第２項

事業目的

名取市内と岩沼市内を流下する一級河川名取川水系川内沢川に，同河川の治水事業の一環
として治水ダムを建設し，沿川の洪水を防御するとともに，既得取水の安定化と河川環境の
保全を図るものである。

事業内容

事 業 着 手 時 ダム形式：重力式コンクリート，ダム高：33ｍ，堤体積：84,000㎥
(平成 ９年度) 総貯水容量：1,700,000㎥

治水確率規模：1/50*，利水安全度：1/10*

再 評 価 時 同上
(平成 １３年度)

再 々 評 価 時 同上
(平成 １８年度)

再 々 評 価 時 同上
(平成 ２３年度)

再 々 評 価 時 ダム形式：重力式コンクリート，ダム高：37ｍ，堤体積：44,000㎥
(平成 ２４年度) 総貯水容量：1,700,000㎥

治水確率規模：1/50*，利水安全度：1/10*

再 々 評 価 時 ダム形式：重力式コンクリート，ダム高：36.7ｍ，堤体積：40,900㎥
(平成 ２８年度) 総貯水容量：1,790,000㎥

治水確率規模：1/50*，利水安全度：1/10*

＊治水確率規模１／50：概ね50年に1度程度の確率で降る規模の雨（計画日雨量：309mm/日）
＊利 水 安 全 度１／10：概ね10年に1度程度の確率で発生する渇水
【事業内容の変更状況とその要因】
・ ダム建設予定地における現地調査及びダム本体工の概略設計を進め，ダムサイト*・ダム

型式を精査・検討したことによる変更。
＊ダムサイト：ダムを建設する敷地

事 業 費

全 体 事 業 費 費 用 負 担 内 訳

内用地費 国 県 市町村 その他
及 び ( )
補 償 費 [ ５０%] [ ５０%] [ － %] [ － %]

事 業 着 手 時
(平成 ９年度) ８８億円 17.9億円 ４４億円 ４４億円 － 億円 － 億円

再 評 価 時
(平成１３年度) ８８億円 17.9億円 ４４億円 ４４億円 － 億円 － 億円

再 々 評 価 時
(平成１８年度) ８８億円 17.9億円 ４４億円 ４４億円 － 億円 － 億円

再 々 評 価 時
(平成２３年度) ８８億円 17.9億円 ４４億円 ４４億円 － 億円 － 億円

再 々 評 価 時
(平成２４年度) ８０億円 33.2億円 ４０億円 ４０億円 － 億円 － 億円

再 々 評 価 時
(平成２８年度) ９５億円 38.0億円 47.5億円 47.5億円 － 億円 － 億円

※事業費増加度（重点評価実施基準指標４）
＝（再評価時事業費－事業着手時事業費）／ 事業着手時事業費 ＝ ８．０％
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【事業費の変更状況とその要因】
・ ダム建設予定地における現地調査及びダム本体工の概略設計等を進めた結果から，ダム

本体工事の内容及びダムに影響する補償工事の内容等，事業内容を精査したことや，労務
費，資材単価の高騰により，事業費の見直しが必要になったことによる増額。

・ 労務費，資材単価の高騰によるダム費（本体工）の増額，ダム本体工の概略設計結果に
基づく精査による仮設備費の減額

・ 現地調査の結果から，調査・検討数量の精査による測量及び試験費の増額
・ 用地補償内容の精査による補償費の減額
・ 付替道路及び機能補償林道の精査及び労務費，資材単価の高騰による補償工事費の増額。

○事業費増減対照表

事業着手時 再々評価時 再々評価時 再々評価時
(平成 ９年度) (平成１３年度) (平成１８年度) (平成２３年度)

事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費

66.5% 66.5% 66.5% 66.5%
本工事費 一式 一式 一式 一式

58.5億円 58.5億円 58.5億円 58.5億円

ダム費（本体工） 一式 50.4億円 一式 50.4億円 一式 50.4億円 一式 50.4億円

管理設備費 一式 5.1億円 一式 5.1億円 一式 5.1億円 一式 5.1億円

仮設備費 一式 3.0億円 一式 3.0億円 一式 3.0億円 一式 3.0億円

8.6% 8.6% 8.6% 8.6%
測量及び試験費 一式 一式 一式 一式

7.6億円 7.6億円 7.6億円 7.6億円

20.3% 20.3% 20.3% 20.3%
用地費及び補償費 一式 一式 一式 一式

17.9億円 17.9億円 17.9億円 17.9億円

補償費 一式 13.4億円 一式 13.4億円 一式 13.4億円 一式 13.4億円

補償工事費 一式 4.5億円 一式 4.5億円 一式 4.5億円 一式 4.5億円

4.6% 4.6% 4.6% 4.6%
その他工事費等 一式 一式 一式 一式

4.0億円 4.0億円 4.0億円 4.0億円

機械器具費 一式 0.1億円 一式 0.1億円 一式 0.1億円 一式 0.1億円

営繕費 一式 0.5億円 一式 0.5億円 一式 0.5億円 一式 0.5億円

事務費 一式 3.4億円 一式 3.4億円 一式 3.4億円 一式 3.4億円

100% 100% 100% 100%
合計 一式 一式 一式 一式

88億円 88億円 88億円 88億円

再々評価時 再々評価時 増 減
(平成２４年度) (平成２８年度) 変更の主な理由

事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費

43.1% 34.9% -9.3%
本工事費 一式 一式 －

34.5億円 33.1億円 -1.4億円

労務費，資材単価の高騰による増
ダム費（本体工） 一式 24.7億円 一式 25.6億円 － +0.9億円

管理設備費 一式 3.4億円 一式 3.4億円 － －億円

概略設計結果に基づく精査による減
仮設備費 一式 6.4億円 一式 4.1億円 － -2.3億円

10.5% 20.7% +75.3% 調査・検討数量の精査による増
測量及び試験費 一式 一式 －

8.4億円 19.7億円 +11.3億円

41.5% 40.0% +32.0%
用地費及び補償費 一式 一式 －

33.2億円 38.0億円 +4.8億円

用地補償内容の精査による減
補償費 一式 16.4億円 一式 12.5億円 － -3.9億円

付替道路及び機能補償林道の精査による増
補償工事費 一式 16.8億円 一式 25.5億円 － +8.7億円 労務費，資材単価の高騰による増

4.9% 4.4% +2.0%
その他工事費等 一式 一式 －

3.9億円 4.2億円 +0.3億円

機械器具費 一式 0.1億円 一式 0.1億円 － －億円

営繕費 一式 0.0億円 一式 0.0億円 － －億円

事務経費の精査による増
事務費 一式 3.8億円 一式 4.1億円 － +0.3億円

100% 100% 100%
合計 一式 一式 －

80億円 95億円 +15.0億円

※増減は再々評価時（平成２８年度）と再々評価時（平成２４年度）を比較したもの
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事業の進捗状況 規則第２４条第１号関係

○事業期間

事 業 着 手 時 再 評 価 時 再 々 評 価 時
（平成 ９年度） （平成１３年度） （平成１８，２３年度）

事 業 採 択 予 定 年 度 H. 9年度 事 業 採 択 年 度 H. 9年度 事 業 採 択 年 度 H. 9年度

用地買収着手予定年度 H.－年度 用地買収着手（予定）年度 H.21年度 用地買収着手（予定）年度 H.－年度

工 事 着 手 予 定 年 度 H.－年度 工事着手（予定）年度 H.22年度 工事着手（予定）年度 H.－年度

計画変更実施(予定)年度 H.－年度 計画変更実施(予定)年度 H.－年度

完 成 予 定 年 度 H.－年度 完 成 予 定 年 度 H.28年度 完 成 予 定 年 度 未定
(H.40年度)

再 々 評 価 時 再 々 評 価 時
（平成２４年度） （平成２８年度）

事 業 採 択 年 度 H. 9年度 事 業 採 択 年 度 H. 9年度

用地買収着手（予定）年度 H.27年度 用地買収着手（予定）年度 H.29年度

工事着手（予定）年度 H.28年度 工事着手（予定）年度 H.31年度

計画変更実施(予定)年度 H.－年度 計画変更実施(予定)年度 H.－年度

完 成 予 定 年 度 H.32年度 完 成 予 定 年 度 H.37年度

※本事業で定める全体計画は河川法第７９条第１項に基づくもの（現時点で未策定）

・再々評価時（平成２８年度）の完成予定年度は，今回再々評価に際し見直したもの。
※事業停滞年数(重点評価実施基準指標１)＝ ８年
※事業工期延伸度(重点評価実施基準指標３)＝（変更後予定事業期間）/（当初予定事業期間）

＝２９／２０＝１．４５

○進捗率

平成２８年度までの ※（ ）：前回再評価時

事業費 進捗率 内用地費及び補償費 進捗率

（ ２．８ ） （ ３．５） （ ０ ） （ ０．０）

１４．４億円 １５．２％ ０億円 ０．０％

※事業工程乖離度(重点評価基準指標２）
＝（累計投資事業費／現全体事業費）－（累計年単純割額／現全体事業費）
＝（１４．４／９５）－（（９５／２９）× ２０／９５）
＝▲５３．８％

【事業の進捗状況（順調でない場合にはその要因）】
川内沢ダムでは，平成９年度に実施計画調査に着手し，ダムサイト・ダム型式の確定に向

け水文調査や地質調査等の基本的な調査を継続してきたが，ダム建設事業予算の重点化及び
当時の県の財政状況等により，長期にわたり事業が停滞していた。

その後，平成２２年９月に国土交通大臣からダム事業の検証に係る検討を行う旨の要請を
受け，代替案等を検討した結果，ダム事業が妥当であることを確認し，平成２５年７月に国
土交通省の対応方針がダム事業の継続と決定され，平成２６年度から建設事業に移行し，ダ
ム建設に向けたより本格的な調査・検討を進め，平成２７年７月にはダムサイト・ダム型式
が確定している。

実施計画調査段階での事業の停滞や建設事業への移行に伴い，より詳細な調査・検討を進
めた結果を考慮した実施計画の見直し，さらに，事業用地内に確認された国土調査未了地や
多人数共有地の整理等に期間を要することから，事業の進捗に遅れが生じている。

【今後の進捗の見込み（事業スケジュール表後掲）】
川内沢川においては，下流部の放水路整備が平成２７年５月に完了したことから,引き続き

上流部の川内沢ダム整備による治水安全度の早期向上を目指している。
平成２７年７月にダムサイト・ダム型式が確定したことを受け，水没する市道の付替ルー

ト計画を平成２８年１月に決定し，現在貯水池の出現で立入りが不可能となる山林をダム完
成以降も引き続き管理するため，機能補償林道のルート計画について検討中である。

また，平成２８年度には国土調査未了地や多人数共有地の整理が完了する見込みであり，
平成２９年度以降から用地交渉に着手し，治水安全度の早期向上に向けて事業を進めていく。

施設管理の予定・管理状況

川内沢ダムは河川管理施設であるため，底地は国土交通省名義となるが，施設の管理者は
宮城県となる。ただし，ダム事業に伴う付替道路及び機能補償林道については，供用開始後
に名取市の管理となる。
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上位計画等

・一級河川名取川水系河川整備基本方針（平成１９年３月）
・一級河川名取川水系増田川圏域河川整備計画（平成２１年２月）
・一級河川名取川水系増田川圏域河川整備計画 第１回変更（平成２６年１２月）
川内沢ダムの建設計画は，河川改修に併せて，平成２０年度に策定した「一級河川名取川

水系増田川圏域河川整備計画」に位置付けられた。

事業を巡る社会経済情勢等 規則第２４条２号関係

○社会経済情勢
＊氾濫防止面積： ４１１ｈａ
＊保全対象人口： １，９１６人

東日本大震災により被災した下流域については，復興整備計画における市街地の再建が進
み，名取市では震災以降各地の被災者が移り住んだことで，震災前より人口が増加している。
また，平成２８年７月から仙台空港の民営化が開始し，空港利用者の増加に伴う周辺地域の
活性化が図られている。

なお，近年では平成２７年９月の関東・東北豪雨による浸水被害を受けており，下流の放
水路整備が平成２７年５月に完了していることからも，上流部の川内沢ダム整備による治水
安全度の早期向上が求められている。

○地元情勢，地元の意見
地元自治体（名取市）等からなる「増田川・川内沢川総合改修整備促進協力会」から，川

内沢川の改修及び川内沢ダムの早期完成に向け要望を受けており，平成２８年２月において
も，川内沢ダムの早期かつ確実な事業の実施について要望されている。

川内沢ダムの現地調査及び設計検討等の進捗状況により，必要に応じて随時地元住民に対
して説明会を開催している。また，本格的な工事着手までの間の地元対応として，平成１８
年３月に設置された「川内沢川愛島地区河川整備懇談会」を毎年開催し，ダム事業の状況に
ついて説明を行うことで，地元住民の理解を得ている。

なお，具体的な用地補償における調整については平成２９年度以降から実施予定である。

事業効果

○効果の発現状況
現段階では工事に着手していないため，整備効果の発現に至っていない。

○想定される事業効果
・川内沢川の洪水調節

ダム地点において，基本高水流量*４０㎥/sのうち，３７㎥/sの洪水調節を行い川内沢川沿
川地域の洪水被害の軽減を図る。
（＊基本高水流量：ダムがない状態での洪水時の河川流量）

川内沢川沿川地域の洪水被害軽減を図ることで，氾濫想定区域内に位置している平成２８
年７月から民営化された仙台空港，周辺市街地，臨空工業団地等の発展及び活性化の促進が
維持される。

・川内沢川の流水の正常な機能の維持
川内沢川沿川の既得農業用取水区域の補給の安定化を図るとともに，魚類等の生息に必要

な河川維持流量を確保し，流水の正常な機能を維持する。
既得農業用水の補給を行うことで，取水区域における農作物の品質及び収益の安定化等の

効果が期待され，渇水時の番水制等，農業関係者の負担が軽減される。
河川維持流量を確保することで，水生生物の生息環境が維持されるとともに，澱みの発生

を抑制し，渇水時の水質悪化が軽減される効果が期待され，常に流水が目視できる状態にな
ることで，河川景観も向上する。

関連事業の概要・進捗状況等

・増田川（川内沢川）河川改修事業（平成２７年５月放水路整備完了）

代替案との比較検討 規則第２４条第３号関係

平成２０年度に策定した「増田川圏域河川整備計画」の検討において，①現河道拡幅案，
②ダム＋現河道拡幅案，③遊水地＋現河道拡幅案，④遊水地＋放水路＋現河道拡幅案，⑤放
水路＋現河道拡幅案，⑥ダム＋現河道拡幅＋放水路案の中から，経済的かつ早急に効果を発
現する方策として，「ダム＋現河道拡幅＋放水路案」を選定している。

また，平成２２年度の国土交通大臣の要請により「ダム事業の検証に係る検討に関する再
評価実施要領細目」に基づき，改めて代替案の比較を行い，①ダム案（ダム＋現河道拡幅+放
水路案），②遊水地案【中下流】（遊水地〔中下流〕＋現河道拡幅＋放水路），③遊水地案【中
上流】（遊水地〔中上流〕＋現河道拡幅＋放水路）の中から，経済性，実現性及び効果の発
現性などの観点から，総合的な評価を行い①ダム案（ダム＋現河道拡幅+放水路案）を選定し
た。

コスト縮減計画 規則第２４条第４号関係

今後の調査及び詳細設計を進めるにあたり，ダム本体工及び補償工事等において，コスト
縮減対策の検討に努める。
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費用対効果 規則第２４条第５号関係

根拠マニュアル： 治水経済調査マニュアル（案）（平成１７年版）
社会的割引率： ４．０％
便益算定期間： 整備期間＋５０年

再 評 価 時 再 々 評 価 時
基準年（平成１３年） 基準年（平成１８年）

区 分
＜全体＞ ＜全体＞

費 建設費 ８８．０億円 ８８．０億円

用 維持管理費 ８．８億円 １３．２億円

項 総費用 ９６．８億円 １０１．２億円

目 現在価値（Ｃ） ５５．７億円 ４７．８億円

治水便益 ７５９．５億円 ３４７．０億円
便

利水便益 ４０．０億円 ３９．８億円
益

残存価値 （１．４億円） （１．２億円）
項

総便益 ７９９．５億円 ３８６．８億円
目

現在価値（Ｂ） １９８．１億円 ８４．６億円

費用便益比（Ｂ／Ｃ） ３．５６ １．７７

※事業着手時における費用便益比は算定していない。

再 々 評 価 時 再 々 評 価 時
基準年（平成２３年） 基準年（平成２４年）

区 分
＜全体＞ ＜残事業＞ ＜全体＞ ＜残事業＞

費 建設費 88.0億円 85.4億円 80.0億円 77.4億円

用 維持管理費 19.7億円 19.7億円 15.0億円 15.0億円

項 総費用 107.7億円 105.1億円 95.0億円 92.4億円

目 現在価値（Ｃ） 59.7億円 55.6億円 72.2億円 68.1億円

治水便益 257.1億円 257.1億円 233.5億円 233.5億円
便

利水便益 39.8億円 38.6億円 55.0億円 55.0億円
益

残存価値 (2.3億円) (4.1億円) (2.9億円) (2.9億円)
項

総便益 296.9億円 295.7億円 288.5億円 288.5億円
目

現在価値（Ｂ） 84.1億円 84.0億円 122.6億円 122.6億円

費用便益比（Ｂ／Ｃ） １．４１ １．５１ １．７０ １．８０

再 々 評 価 時
基準年（平成２８年）

区 分
＜全体＞ ＜残事業＞

費 建設費 89.3億円 75.7億円

用 維持管理費 14.5億円 14.5億円

項 総費用 103.8億円 90.2億円

目 現在価値（Ｃ） 83.0億円 66.4億円

治水便益 176.5億円 176.5億円
便

利水便益 71.6億円 60.7億円
益

残存価値 (2.4億円) (2.4億円)
項

総便益 248.1億円 237.2億円
目

現在価値（Ｂ） 118.8億円 105.4億円

費用便益比（Ｂ／Ｃ） １．４３ １．５９

※平成２８年３月３０日付けの国土交通省通知により，全体事業及び残事業の費用のうち，
工事費，間接経費，維持管理費については消費税相当額を控除している。
（身替りダム建設費も同様に控除している）

【便益の概要、主な算出根拠等】
ダム整備によってもたらされる洪水被害軽減額（年平均被害軽減期待額）と，沿川農地へ

供給される既得用水量及び河川維持用水量を現在価値化したものの総和に，評価対象期間（整
備期間＋５０年）終了時のダム施設，用地残存価値を加えたものを対象とする。
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○総費用の算出根拠

川内沢ダムには建設に対して費用負担を要する利水者がいないため，ダム完成に要する費

用の１００％を河川事業負担金とし，総費用を現在価値化したものを対象（Ｃ）とする。

総 費 用：建設費と維持管理費の合計

建 設 費：総事業費×１００．０% ＝ 河川事業負担金

（工事費＋間接経費）/（１＋消費税率）＋用地費＋補償費＋事務費

維持管理費：類似ダムである惣の関ダム及び払川ダムの直近３年の平均値を年間維持間

管理費とし，完成後５０年間分の総額（消費税相当額を控除）

現在価値化：金銭価値を割引率（４％）を用いて現時点に割り戻した価値

○総便益の算出根拠

一級河川名取川水系増田川圏域河川整備計画に基づき，川内沢ダムの確率規模を１/５０と

して算出したダム建設に伴う被害軽減効果を治水便益とし，不特定容量（既得かんがい用水

〔ダム建設前から沿川農地に付与されていた用水〕及び河川環境保全のための河川維持流量

分の容量）の補給に伴う河川の経済効果を利水便益として算出する。

総便益を現在価値化したものに，評価対象期間（整備期間＋５０年）終了時の施設及び用

地の残存価値を加えたものを対象（Ｂ）とする。

年平均被害軽減期待額算出表

被害額（百万円） 年平均被害額の
流量 超過 区間平均 区間確率 年平均被害額 累計

事業を実施 事業を実施 被害軽減額 ＝年平均被害軽
規模 確率 しない場合① した場合② ③＝①－② 被害額④ ⑤ ④×⑤ 減期待額

1/3 0.3333 0 0 0
1,071 0.1333 143 143

1/5 0.2000 3,571 1,429 2,142
1,074 0.1000 107 250

1/10 0.1000 3,724 3,718 6
862 0.0500 43 293

1/20 0.0500 7,100 5,383 1,718
1,977 0.0167 33 326

1/30 0.0333 8,428 6,191 2,237

2,020 0.0133 27 353
1/50 0.0200 9,373 7,569 1,804

総 便 益：治水便益と利水便益の合計

治 水 便 益：洪水氾濫被害額の防止効果を便益としたもので，年平均被害軽減期

待額の完成後５０年間分の総額

洪 水 氾 濫 被 害 額：資産及び地形等のメッシュデータと氾濫解析結果より算出される浸

水深等から算定した，一般資産，農作物資産，公共土木施設等各資

産の被害額

年平均被害軽減期待額：流量規模別に求めた被害軽減額に生起確率を乗じた流量規模別年平

均被害額を累計したもの

利 水 便 益：身替りダムの建設費及びそれに伴う用地補償費等を便益としたもの

（代替法：国土交通省通知による）

身替りダムの建設費：不特定容量を補給するためだけのダムを建設する場合に要する費用

（工事費＋間接経費）/（１＋消費税率）＋用地費＋補償費＋事務費

現 在 価 値 化：金銭価値を割引率（４％）を用いて現時点に割り戻した価値

※残事業費Ｂ/Ｃ値(重点評価実施基準指標５) ＝ １．５９

【前回再評価時との違いの要因】
・事業内容精査による事業費増（８０億円→９５億円）及び事業期間の延伸（２４年間→

２９年間）
・身替りダム建設費の見直しに伴う利水便益増（５５億円→７６億円）
・川内沢川放水路完成の影響を考慮した氾濫想定範囲の縮小（１，２２７ha→４１１ha）
・被害額の算定において最新データを使用（平成１７年国勢調査→平成２２年国勢調査）
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地域指定状況等

ダム建設予定地は，高館・千貫山緑地環境保全地域に指定（昭和６１年１２月２６日）さ
たかだて せんがんやま

れている。

影響と対策

ダム予定地周辺に生息している動植物や生態系等を調査した結果を踏まえ，注目すべき種

について有識者に確認し，必要に応じて適地への移植等，環境保全対策を実施する予定であ

る。

再評価実施状況

再評価実施年度 平成１３年度

答 申 継続妥当

条 件 ダムの計画及びその施工にあたっては，改変部分における自然の復元な
答 ど，環境の保全に最大限配慮すること。

１ 審議対象事業の実施に関する意見
申 別紙意見 なし

２ 今後の事業実施に関する意見
なし

評価結果 事業継続

評 対応方針 ダムの計画及びその施工にあたっては，改変部分における自然の復元
価 など，環境保全に最大限配慮する。
結
果 別紙意見 １ 審議対象事業の実施に関する意見への対応方針

に対する なし
対応方針 ２ 今後の事業実施に関する意見への対応方針

なし

再々評価実施年度 平成１８年度

答 申 条件を付して継続妥当

条 件 （１）流域委員会に客観的かつ十分な資料を提出し，治水・利水計画上の
ダムの必要性について，代替案との比較を含めた同委員会での検討結果

答 を踏まえ、整備計画を策定すること。
（２）流域委員会での検討状況を，公共事業評価部会へ報告すること。

申 １ 審議対象事業の実施に関する意見
別紙意見 なし

２ 今後の事業実施に関する意見
ダムの計画及びその施工に当たっては，改変部分における自然の復元

など，環境保全に最大限配慮すること。

評価結果 事業継続

対応方針 本年度より着手する増田川ブロック河川整備計画の策定に当たり、流域
委員会で，治水・利水計画上のダムの必要性について，代替案との比較を

評 含め十分に検討していく。また，その検討状況について，公共事業評価部
価 会へ報告する。
結
果 別紙意見 １ 審議対象事業の実施に関する意見への対応方針

に対する なし
対応方針 ２ 今後の事業実施に関する意見への対応方針

事業の実施に当たり，環境影響評価やこれに準じた環境調査等を行い，
環境に及ぼす影響の内容や程度等を把握した上で，改変部分における自
然の復元など，環境保全に最大限配慮する。
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再々評価実施年度 平成２３年度

答 申 継続妥当

条 件 なし
答

１ 審議対象事業の実施に関する意見
申 別紙意見 国土交通省におけるダム検証の対象とされていることから，新たな段

階には入らず，現段階（調査・地元説明）を継続するものとし，ダム検
証結果を踏まえ，改めて公共事業再評価を実施すること。

２ 今後の事業実施に関する意見
なし

評価結果 事業継続

対応方針 なし

評
価 別紙意見 １ 審議対象事業の実施に関する意見への対応方針
結 に対する 国土交通省におけるダム検証の対象に区分されている事業であること
果 対応方針 から，新たな段階には入らず，現段階（調査・地元説明）を継続するも

のとし，｢ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目｣に基
づき検証を行い，その結果を踏まえ，改めて公共事業再評価を実施する。

２ 今後の事業実施に関する意見への対応方針
なし

再々評価実施年度 平成２４年度

答 申 継続妥当

条 件 なし

答
１ 審議対象事業の実施に関する意見

別紙意見 今後の設計，建設に当たっては，ダムの構造，規模などについて総合
申 的な検討を行い，治水，利水効果の早期発現を図るとともに，コスト縮

減に努めること。
また，東北地方太平洋沖地震による地盤沈下等の影響も考慮し，湛水

被害の軽減に向け関係機関との調整を十分に行うこと。
２ 今後の事業実施に関する意見

なし

評価結果 事業継続

対応方針 なし

別紙意見 １ 審議対象事業の実施に関する意見への対応方針
評 に対する 今後の設計，建設を進めるに当たっては，ダムの位置，規模，構造形
価 対応方針 式及び付替道路計画等について総合的な検討を行い，川内沢川沿川の洪
結 水防御による治水効果や，既得取水の安定化及び河川環境の保全による
果 利水効果の早期発現を図るとともに，コスト縮減に努める。

また，東北地方太平洋沖地震による地盤沈下等の影響により，洪水被
害リスクが高まっていることから，川内沢川沿川の湛水被害の軽減に向
け，国，市をはじめ県関係部局や関係団体等とも連携し，円滑に事業推
進が図られるよう調整を行う。

２ 今後の事業実施に関する意見への対応方針
なし
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現在の対応状況

○平成１３年度再評価時の答申に対する対応状況

事業の実施に当たっては，切土法面の緑化を行うとともに，環境影響調査を行い，環境へ

の影響について国土交通省国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人土木研究所等の意

見を伺いながら，注目すべき種のうち，影響が大きいと予測される種を適地に移植する等，

環境の保全に最大限配慮する。

○平成１８年度再々評価時の答申に対する対応状況

平成２１年１０月に「部会意見対応状況報告」として，以下のとおり公共事業評価部会へ

報告済み。

河川整備計画の策定に当たっては，東北大学大学院の真野教授を座長とした「増田川圏域

河川整備懇談会」（答申の「流域委員会」にあたる。）を平成１９年３月から５回開催し，川

内沢ダムの治水・利水の計画上の必要性について，代替案の比較など，再評価部会での議論

を踏まえ，継続的に同懇談会において検討を行った。

同懇談会での検討結果を踏まえた河川整備計画（原案）を基に河川法の手続きを行い，平

成２１年２月に川内沢ダムを計画に位置付けた「一級河川名取川水系増田川圏域河川整備計

画」の策定を行った。

なお，同計画は平成２６年１２月に東日本大震災の影響を考慮した内容に変更されている。

○平成２３年度再々評価時の答申に対する対応状況

平成２２年９月に国土交通大臣から，川内沢ダム建設事業について新たな基準に沿ってダ

ム事業の検証に係る検討を行う旨の要請を受け，検討の場を延べ３回開催し，治水及び利水

対策の目的別の総合評価並びに組合せ（治水及び利水）の総合評価を行い，本事業の継続が

妥当であることを確認した。その結果を踏まえ，平成２４年度に改めて公共事業再評価を行

い，事業継続が妥当である旨を国土交通省へ報告した。

なお，平成２５年７月に，国土交通省の対応方針において本事業は継続と決定されている。

○平成２４年度再々評価時の答申に対する対応状況

平成２６年度から，実施計画調査段階から建設事業に移行し，ダム建設に向けたより本格

的な調査に着手しており，ダム建設予定地の地形，地質調査の結果を踏まえ，治水及び利水

対策やダム構造等を総合的に検討し，最も優位となるダムサイト・ダム型式について，国土

交通省国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人土木研究所等の意見を伺いながら，平

成２７年７月に確定している。

ダムサイト・ダム型式が確定したことで，ダム建設に影響する範囲の付替道路（市道）の

ルート検討を行い，関係機関との調整の結果，走行性や施工性もよく，最も経済的となるル

ートを選定し，平成２８年１月に決定した。また，今後の調査及び詳細設計を進めるにあた

り，コスト縮減対策の検討に努める。

現地調査・検討を進めた結果を考慮した実施計画の見直しや，事業用地内に確認された国

土調査未了地及び多人数共有地の整理等に期間を要すること，さらに労務費及び資材単価等,

現状の社会情勢等を考慮し，全体事業費の増加と事業期間の延伸が必要となったが，今後も

震災による地盤沈下に伴い洪水被害ポテンシャルが高まった仙台東部低平地の治水安全度の

早期向上を目指し，円滑な事業促進に努めていく。

対応方針（案）

事業継続
総

合

評

価

再

評

価

部

会

意

見

へ

の

対

応

状

況
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■：前回再評価時

■：今回再評価時

事

業

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

表

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

用地補償

補償工事

本体工事

試験湛水

試験湛水

本体工事

補償工事

用地補償

諸調査

諸調査
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※この地図は，国土地理院発行の２万５千分の１地形図を使用したものである

位

置

図

（ 川内沢川放水路完成に伴う洪水氾濫防止区域除外箇所）
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